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「福島県省エネ家電購入応援事業」 

公募型プロポーザル実施要領 

 

福島県（以下「県」という。）が実施する「福島県省エネ家電購入応援事業」（以下「本事

業」という。）の候補者の選定に当たり、この実施要領に基づき公募型プロポーザルを実施

する。 

※ 本事業は令和４年度１２月補正予算の成立を前提に事業化される事業であるため、

今後の議会の審議により変更となる可能性がある。なお、このことにより提案者におい

て損害が生じた場合にあっても、県においてはその損害について一切負担しない。 

 

１ 業務の概要 

（１）委託事業名 

福島県省エネ家電購入応援事業 

（２）業務の目的 

エネルギー価格の高騰を踏まえ、省エネ性能の高い家電製品の購入への支援を行う

ことにより、家庭におけるエネルギー費用負担の軽減及び温室効果ガスの削減を図る。 

（３）業務内容 

ア 対象者へのキャッシュレス決済サービスのポイント、商品券及び汎用型プリペイ

ドカード（以下、「ポイント等」という。）の交付（申請受付、審査業務を含む。） 

イ 事業に係る県民等への周知 

ウ 対象店舗の募集・登録 

エ コールセンターの設置・運営 

オ 専用サイト及びシステムの構築、維持管理 

カ その他事業の実施に当たり必要な業務 

（４）仕様等 

別添仕様書（案）のとおり 

（５）委託期間 

   契約締結の日から令和５年８月２１日（月） 

（６）委託限度額 

   ９００，０００千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

２ 公募型プロポーザル担当課（書類の提出先及び問い合わせ先） 

福島県生活環境部環境共生課 

所在地 〒９６０－８６７０ 福島県福島市杉妻町２－１６ 

電話番号 ０２４－５２１－７２５０   ＦＡＸ ０２４－５２１－７９２７ 

電子メールアドレス ontai@pref.fukushima.lg.jp 
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３ 参加条件 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる条件を全て満たしているものとする 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札参加者

の資格）の規定に該当しない者であること。 

（２）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申し立てをしてい

る者若しくは再生手続き開始の申し立てがされている者（同法第３３条第１項に規定

する再生手続き開始の決定を受けた者を除く。）又は会社更生法（平成１４年法律第１

５４号）に基づき更正手続き開始の申し立てをしている者若しくは更正手続き開始の

申し立てがされている者（同法第４１条第１項に規定する更正手続き開始の決定を受

けた者を除く。）、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく

不健全と認められる者でないこと。 

（３）以下に該当する者が役員でないこと。 

ア 法律行為を行う能力を有しない者。 

イ 破産者で復権を得ない者。 

ウ 禁固以上の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日

から２年を経過しない者。 

（４）法人等又はその役員（その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に

実質的に関与している者を含む。以下「役員等」という。）が次に掲げる事項に該当し

ないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「暴対法」という。）

第２条第２号に規定する団体をいう。） 

イ 役員等に暴力団員等（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でな

くなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）が就任していること。 

ウ 暴力団員等が法人等の事業活動を支配していること。 

エ 暴力団の威力を法人等の活動に利用していること。 

オ 暴力団又は暴力団員等が法人等の経営又は運営に実質的に関与していること。 

カ 役員等が、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与している団体等

に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等積極的に暴力団の維持管理に協力

し、又は関与していること。 

キ 法人等が暴力団員等を雇用していること。 

ク 役員等が暴力団員等と密接な交際をするなど、社会的に非難されるべき関係を有

していること。 

（５）政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条の規定によるもの）

及び宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条の規定によるもの）で

ない者。 
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（６）実施要領を公示した日から契約締結日までの期間において、県における入札参加資格

制限措置要綱の規定に基づく入札参加制限中の者でないこと。 

（７）公募型プロポーザル実施日前３年間、法人の事業等において刑法等の重大な法令に違

反して処罰等を受けていないこと。 

（８）県税を滞納している者でないこと。 

（９）消費税または地方消費税を滞納している者でないこと。 

 

４ 公募型プロポーザルに係るスケジュール 

令和４年 12月 ７日（水）公募開始（ＨＰ掲載） 

令和４年 12月 12日（月）午後５時まで 質問書提出締め切り 

令和４年 12月 13日（火）（予定） 質問書回答 

令和４年 12月 15日（木）午後５時まで 参加申込書提出締め切り 

令和４年 12月 16日（金）参加資格通知発送 

令和４年 12月 19日（月）午後５時まで 提案書提出締め切り 

令和４年 12月 21日（水）（予定）審査会開催 

令和４年 12月 22日（木）（予定）審査結果通知・公表 

令和４年 12月 23日（金）（予定）契約締結  

 

５ 公募型プロポーザルに関する手続き  

（１）質問等の受付 

   本公募型プロポーザルに関して質問がある場合は、下記により受け付ける。 

ア 受付期間 令和４年 12月 12日（月）午後５時まで 

イ 受付方法 「質問書（第１号様式）」をＰＤＦで添付し、電子メールにより提出す

ること。なお、送付後は電話にて着信確認をすること。 

提出先：ontai@pref.fukushima.lg.jp 

ウ 回答方法 受け付けた質問は、質問事項と回答を併せて福島県ホームページに掲

載することとし、質問者への個別回答は行わないこととする。質問者については開示

しないこととする。 

なお、質問書の提出がない場合について、その旨の掲載は行わない。 

エ 回答期日 令和４年 12月 13日（火）（予定）までに随時回答する。 

（２）公募型プロポーザルへの参加申込 

本事業へ参加する場合は、下記により参加申込書を提出すること。 

ア 提出期限 令和４年 12月 15日（木）午後５時まで 

イ 提出方法「福島県省エネ家電購入応援事業参加申込書（第２号様式）」をＰＤＦで

添付し、電子メールにより提出すること。なお、送付後は電話にて着信確認をするこ

と。 
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提出先：ontai@pref.fukushima.lg.jp 

ウ その他 県は、参加申込書を提出した者に、令和４年 12月 16日（金）までに参加

資格の有無を通知する。なお、参加申込書の提出がない者の提案は受け付けない。 

（３）提出書類等の提出 

ア 提出書類 

（ア）提案書・・・・・・・（様式任意） 

（イ）法人の概要がわかる説明資料（パンフレット等） 

（ウ）類似業務受託実績根拠資料（本業務と類似した業務の契約書及び仕様書の写し） 

（エ）法人定款 

（オ）過去３年間の事業報告、及び決算資料 

※ 設立から３年が経過していない法人については、設立後の事業報告等を全て

提出すること。 

（カ）登記事項証明書 

イ 提出期限 令和４年 12月 19日（月）午後５時必着 

ウ 提出方法 

応募に必要な書類、正本１部を提出すること。なお、上記（ア）から（ウ）の書

類は別に７部提出すること。 

郵送の際には、封筒表面に「福島県省エネ家電購入応援事業提案書類」と赤字で

明記すること。また、郵送時には簡易書留を利用するなど、書類の送付記録が残る

方法で提出すること。 

（４）提案書の内容 

   提案書には、別紙仕様書（案）に基づき、次の事項を記載すること。 

ア 対象者へのポイント等交付関係 

（ア）ポイント等交付申請・審査の仕組み 

（イ）ポイント等の申請に対する審査体制及びシステムの内容及び維持管理方法 

（ウ）ポイント等の申請者の不正防止措置（転売等） 

（エ）交付することができるポイント等の種別 

イ 周知活動 

（ア）参加店舗募集・登録方法及び参加店舗への事業説明方法 

（イ）県民向け周知・広報方法 

ウ セキュリティ確保 

（ア）個人情報保護の取組 

（イ）システムのセキュリティ確保の取組 

エ 業務実施体制 

（ア）受託者としての専門性・ノウハウ、実績 

（イ）人員配置（担当者のノウハウ、スキル含む）、責任体制 
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（ウ）コールセンターの設置及び運営方法 

（エ）業務に関する全体スケジュール 

オ 業務に要する経費及びその内訳 

※ 本業務に当たり必要と見込まれる経費について、可能な限り細分化し、項目に漏れ

のないよう記載すること。 

カ その他事業の目的を達するために有効な事項 

（５）留意事項 

提案は提出者１者につき１提案のみ受け付けるものとする。 

（６）提案が失格となる場合 

次のいずれかに該当する提案は、これを失格にする。 

ア 資格要件を満たさない者による提案 

イ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案 

ウ 公募型プロポーザルに関する条件に違反した提案 

エ 虚偽の内容が記載されている提案 

オ プロポーザル審査委員会の委員又は関係者に提案に対する援助を直接的又は間接

的に求めた者が提出した提案 

 

６ 候補者の決定 

（１）公募型プロポーザルの審査は、別途設置する「福島県省エネ家電購入応援事業審査委

員会」（以下「審査会」という。）が行うものとする。 

（２）審査会は、提案書に基づく審査会を実施の上、これを総合的に評価し、候補者（随意

契約の予定者）及び次点者を選定する。 

 

【審査基準及び配点】 

評価項目 評価内容 配点 

１  業務に対す

る理解度・企画

提案力・責任感 

業務内容等への理

解度 

事業目的や業務内容等を十分に理解の上、企画

提案が行われているか。 

15 点 企画提案力 
企画提案において、事業の成果を高めるための

創意工夫等が盛り込まれているか。 

業務遂行に対する

責任感 

責任をもって委託業務を遂行することができ

る事業者であることが見込まれるか。 

２  ポイント等

の交付に関する

こと 

利用者目線 

県民支援の観点を踏まえ 、ポイント等交付申

請の仕組みが簡便かつ確実性のあるものとな

っているか。 25 点 

申請に対する審査 
ポイント等交付申請に対し、必要な審査（対象

店舗、対象製品であるか等）を適切に行うこと
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ができる体制及びシステムが構築されること

が見込まれるか。 

不正防止 
転売対策を含む、不正なポイント交付申請を防

止するための措置が適切に講じられているか。 

ポイントの汎用性 
交付するポイントは汎用性の高いものとなっ

ているか。（ポイント種別、種類数 等） 

スケジュール 
ポイント等交付の申請が、迅速かつ確実に開始

されるスケジュールとなっているか。 

３  事業に係る

周知活動 

店舗向けの周知 

小売店舗等に対し、本事業の内容や参加条件等

を分かりやすく明確に伝えるための周知の手

法が提案されているか。 10 点 

利用者向けの周知 
県民に対し、本事業の利用促進につながる効果

的な周知の手法が提案されているか。 

４  セキュリテ

ィ等 

個人情報の取扱 

本業務の実施に当たり取得した利用者及び店

舗等に関する情報について適正に取り扱うこ

とができるか。 
10 点 

システムのセキュ

リティ 

業務運営に係るシステムについて、不正アクセ

ス防止等、セキュリティの確保が十分に行われ

ると見込まれるか。 

５  業務実施体

制等 

（会社）としての能

力 

本業務の受託者として十分な専門的知識やノ

ウハウ、企画力等を有し、業務を効果的・効率

的に行うことができる能力を有しているか。 

20 点 

人材の配置計画 

本業務の実施に当たり必要なノウハウやスキ

ル等を有する担当者が適切に配置され、確実な

業務遂行が可能な体制となっているか。 

コールセンターの

運営 

事業者や利用者等からの問合せに対して的確

かつ迅速に対応できる体制が確保されている

か。 

業務スケジュール 
業務の全体にわたり、具体的かつ実現性の高い

スケジュールが提案されているか。 

６ 業務経費 

業務経費見積額の積算内容は、提案業務内容に

対して妥当か。また、事務的経費（経費総額の

うちポイント等相当額を除く経費）の割合は妥

当か。 

20 点 

合計（委員１名当たり） 
100

点 
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（３）審査の結果は、参加者全員に通知する。選定されなかった者は、その通知が到達した

日から起算して７日（土曜日及び日曜日を除く）以内に、書面により選定されなかった

理由についての説明を求めることができる。 

 

７ 契約等の締結について 

（１）仕様書の協議等 

選定した業務委託予定者と県が協議し、委託契約にかかる仕様を確定した上で契約

を締結する。 

なお、仕様書の内容は業務委託予定者が提案した内容を基本とするが、提案内容の

とおりに反映されない場合もある。 

（２）契約金額の決定 

契約金額は、協議結果に基づき仕様書を作成し、これに基づき改めて見積書を徴取

し決定する。なお、契約額は委託限度額を超えないものとする。 

（３）その他 

業務委託予定者と県との間で行う協議が整わない場合又は業務委託予定者が契約を

辞退した場合は、審査結果において総合評価が次点であった応募者と協議する。 

 

８ その他 

（１）公募型プロポーザルへ参加に要する経費は全て参加者が負担するものとする。 

（２）参加者が県に提出した書類は返却しない。 

（３）提出された提案書等は、福島県情報公開条例（平成１２年条例第５号）に基づく公文

書開示請求の対象となる。 


